
▲新型コロナワクチン接種
　についてのお知らせ

新型コロナワクチン接種関連情報
要事前予約

　町内の一部医療機関で、ファイザー社製ワクチンを使用した、１回目・２回目の新型コロナワクチン接種
を継続しています。ワクチン接種を希望される方は、接種券到着後に予約をしてください。予約方法は追加
接種と同様です。

１回目・２回目接種を希望する方へ

　新型コロナワクチン接種は、ご自身だけでなく、大切な方を守ることにもつながります。公式に発表され
た情報に基づき、ワクチン接種をご検討ください。
　なお、新型コロナワクチン接種は強制ではありません。接種を受けていない方に接種を強制したり、差別
をしたりすることがないよう、お互いへの理解を深め、思いやりのある言動をお願いします。

接種済証明書について
　新型コロナワクチンの「予防接種済証」は初回接種では接種券の右側に、追加接種では接種時に医療機関
から返却された面にあります。接種を終了した方も、「予防接種済証」部分は大切に保管してください。
　なお、「予防接種済証」をなくされた方、国外に渡航予定の方への各種証明書の発行を行っています。申
請方法は、町ホームページに掲載しています。発行までに時間を要する場合がありますので、余裕をもって
申請してください。
※マイナンバーカードおよび読み取り機能付きスマートフォンをお持ちの方は、デジタル証明書を利用でき
ます。

５歳～11歳の方の接種について
　希望者向けに、小児専用のファイザー社製ワクチンを使用した接種を実施しています。２回の接種が必要
で、接種間隔は３週間です。接種を希望される場合は、接種券到着後、追加接種と同様の方法で予約をして
ください。５歳になった方の接種券は、誕生日の翌月ごろ、住民登録のある自治体から住所地あてに発送し
ます。
　接種スケジュール・接種医療機関など詳しくは、町ホームページでご確認ください。
　なお、12歳の誕生日の前日からは、大人用ワクチンを使用しての接種となりますのでご注意ください。

　新型コロナワクチンの追加接種を実施しています。２回目の接種から６か月以上経過した方が対象です。
対象となる時期が近くなった方に接種券を送付しています。接種を希望する方は、接種券到着後に同封して
いるお知らせをお読みいただき、予約をしてください。

追加接種（３回目接種）について

※②③は町コールセンターで受け付けます。
※ワクチンの種類は２種類から選択できますが、週ごとの入れ替えと
なります。
※午前中は、お電話がつながりにくい場合があります。つながらない
場合は、時間をおいておかけ直しください。
※窓口は、混雑状況によりお時間をいただく場合があります。
※接種医療機関での予約受付は行っていません。
※予約受付に関する最新情報は、町ホームページ等でお知らせしてい
ます。

【予約方法】
①インターネットでの予約
　（24時間受付）
②電話での予約
　平　日：９時～17時
　土曜日：９時～13時
　蕕７９７－８１００
③窓口での予約
　平日のみ：９時～17時

問　新型コロナワクチン接種の  予約  等の窓口
　　伊奈町新型コロナワクチン接種担当コールセンター　蕕７９７－８１００

新型コロナワクチンに関する厚生労働省電話相談窓口
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター（多言語対応あり）
蕕０１２０－７６１－７７０
（９時～21時、土日祝日可）

重い副反応等の症状が現れたら
埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口
蕕０５７０－０３３－２２６
（24時間対応、土日祝日可）

　消費生活相談員が、消費者契約トラブル
等の相談に応じます。
　商品の注文をしていないのに一方的に商
品を送り付け、代金を請求する「送り付け
商法」の相談が増えています。
　現在、新型コロナウイルス感染防止のた
め、基本的に電話での相談となります。来
庁を希望される場合は、お問い合わせくだ
さい。
日　毎週月～木曜日（祝日除く）10時～12
時、13時～15時
相談電話番号蕕（局番なし）１８８
問　元気まちづくり課＊２２３４

消費生活相談

　専門の女性相談員が、DV・離婚問題や
生活面の不安なことなど、女性の抱えるさ
まざまな悩みや不安を一緒に考え、解決す
る方法を探します。
日　12日㈫・26日㈫10時～12時、13時～14
時　※相談は一人50分

受・問　人権推進課＊２２４１

女性相談 ※予約優先

　埼玉県から委託された専門機関の相談支
援員が、経済的困りごとや就職活動支援等
の相談に応じます。
日　８日㈮９時～12時
場　役場２階第８会議室
問　アスポート相談支援センター埼玉東部
蕕７２０－８４７５または社会福祉課

暮らしの相談　定期相談会

　遺言の日を記念して、弁護士が遺言およ
び相続に関する相談に応じます。
日　16日㈯13時～16時（15時30分まで受付）
相談電話番号蕕０４８－８６１－０２００
問　埼玉弁護士会法律相談センター
　　蕕７１０－５６６６

相続問題電話法律相談会

　民法改正により令和４年４月１日から成
年年齢が18歳となります。
　成人になると、親などの法定代理人の同
意がなくても、自分の意思で契約ができ、
18歳になればローンを組めるようになりま
すが、代わりに「未成年者取消権」による
取消しができなくなります。
　契約を結ぶ際は、事前に契約内容を確認
しましょう。本当に支払いができるのか、
自分の収入に見合った買い物を。
※飲酒、喫煙などは20歳になるまで認めら
れません。
問　消費者ホットライン蕕（局番なし）１
８８、貸金業に関する問い合わせは日本
貸金業協会貸金業相談・紛争解決センタ
ー蕕０５７０－０５１－０５１、関東財
務局金融監督第５課蕕６００－１１５１、
警察に対する相談蕕＃９１１０

成年年齢引下げに伴う新成人の
消費者トラブルにご注意ください

　相談員が、結婚を希望する方の相談に応
じます。
日　20日㈬９時30分～11時30分
場　ふれあい福祉センター相談室兼点訳室
問　伊奈町社会福祉協議会
　　蕕７２２－９９９０

結婚相談

　相続・遺言・成年後見・協議離婚・農地
転用・各種許認可・会社設立などの相談に
応じます。
日　23日㈯10時～16時
場　JR上尾駅自由通路
問　埼玉県行政書士会上尾支部事務所
　　蕕７７６－３３６７

行政書士街頭相談会

　高齢の方の介護・福祉・健康・生活など
の相談に応じます。平日の通常相談とあわ
せてご利用ください。
日　①９日㈯10時～14時
　　②16日㈯10時～14時
受・問　①伊奈町地域包括支援センター蕕
７２０－５６５６②伊奈町南部地域包括
支援センター蕕７９５－４９００

地域包括支援センター土曜日相談

　会社設立、農地転用、各種許認可、申請、
紛争のおそれのない遺言書や遺産分割協議
書作成の手続きなどの相談に応じます。
日　20日㈬13時～16時
受・問　住民相談室＊２２１３

行政書士相談

　これから開業・独立を検討している方や
将来起業（創業）しようとお考えの方の相
談に応じます。
日　平日８時30分～17時15分
場　伊奈町商工会館
問　伊奈町商工会蕕７２２－３７５１

創業相談

　民生委員・児童委員が、生活上の迷いや
お困りごとの相談に応じます。
日　13日㈬・27日㈬９時～12時
場　ふれあい福祉センター相談室
問　伊奈町社会福祉協議会
　　蕕７２２－９９９０

心配ごと相談

　上尾警察署員が、暴力団員などによる不当
な行為で困っている方の相談に応じます。
受・問　生活安全課＊２２８３

暴力団被害相談 ※要事前予約

　土地家屋調査士が、土地の境界や測量、
分筆、合筆等の相談に応じます。
受・問　住民相談室＊２２１３

土地家屋調査士相談 ※要事前予約

　建築士が、住宅リフォームの相談に応じ
ます。
受・問　住民相談室＊２２１３

住宅リフォーム相談 ※要事前予約

　契約、相続、交通事故の損害賠償、訴訟
の手続きなどの相談に応じます。
日　①８日㈮13時～15時30分
　　②22日㈮13時30分～16時30分
※相談は一人30分
定　①５名②６名（いずれも先着順）
※各相談日の２週間前から予約受付
受・問　住民相談室＊２２１３

弁護士による法律相談 ※要事前予約

　相続に関する登記、遺言に基づく不動産
登記、会社の登記、債務整理、成年後見開
始申立書作成の手続きなどの相談に応じま
す。
日　21日㈭13時～15時　※相談は一人30分
定　４名（先着順、４月13日㈬まで受付）
受・問　住民相談室＊２２１３

司法書士による法律相談 ※要事前予約

くらしの相談室
　まちの法律家「行政書士」による遺言、
相続、離婚などの相談会です。資料がある
場合はお持ちください。
日　17日㈰９時～12時
定　３名（先着順）
受・問　ゆめくる蕕７２４－０７１７

住民無料相談室
　相続・遺言・離婚・成年後見など、身近
な問題を埼玉県行政書士会会員に相談でき
ます。具体的な相談の際は、資料をお持ち
ください。
日　５月１日㈰９時～12時
※相談は一人１時間まで
定　６組（先着順）
受・問　総合センター蕕７２２－９１１１

　相談員が、子どものしつけや生活の相談
に応じます。
日　15日㈮10時～15時
受・問　伊奈町子育て支援センター
　　　　蕕７２８－３４８２

児童相談     ※要事前予約

　行政相談委員が、行政の業務に関する要
望や苦情などの相談に応じます。
■日　19日㈫10時～12時
■受・■問　住民相談室＊２２１３

行政相談

各種無料相談　各種無料相談　
日…日時　場…場所　定…定員　受…受付場所　問…問合せ　日…日時　場…場所　定…定員　受…受付場所　問…問合せ　

　町では「誰もが互いの人権を尊重し、自
分らしく生きる社会」の実現のため、さま
ざまな人権課題の解決に向けて取り組んで
います。
　人権課題の一つに同和問題があります。
同和問題は、封建社会の歴史的過程で形作
られた身分制度に基づく我が国固有の人権
問題です。
　同和地区に生まれ育ったことを理由に、
結婚や就職での差別事象やインターネット
を悪用した人権侵害が起こっています。
　部落差別のない社会を実現することを目
的に、平成28年に「部落差別の解消の推進
に関する法律」が施行されました。部落差
別は許されないものであり、これを解消す
ることが重要な課題であると記されていま
す。
　一人ひとりが同和問題を正しく認識し、
自らの意識を見つめ直すとともに、差別を
許さないという強い意志を持つことが大切
です。
相談先▶みんなの人権110番蕕０５７０－
００３－１１０（８時30分～17時15分、
土日祝日除く）
問　人権推進課＊２２４１

人権課題「同和問題」について
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